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国土交通省東北地方整備局 北上川下流河川事務所
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▲7年ぶりに設置された門松。神事
が執り行われた。

去る１２月７日（木）に石巻市河北総合センター「ビッグバ
ン」にて水門等水位観測員講習会が行われました。
観測員の皆さんが管理する水門等は北上川からの逆流防

止や内水被害低減のために大変重要な施設です。講習会を
通じて出水時の対応や、日頃の点検における注意点などを
再確認するため毎年１回実施されており、飯野川出張所管
内からは観測員33名が出席しました。
まず米谷出張所と涌谷出張所の観測員と合同で全体講習

会が実施され、北上川下流河川事務所からは観測員の職務、
また点検時の留意事項の説明が行われました。
その後出張所ごとの分科会を実施。観測員の方からは、北

上大堰の出水時操作に関する疑問点、管理する施設の要望
事項、また台風21号の大雨対応についての質疑などが出さ
れ、活発な意見交換が行われました。日頃から観測員の皆
さんは高い防災意識をもって職務に励んでおられることを改
めて知ることができました。
これからも飯野川出張所は観測員の皆さんと連携して水門

等の管理に取り組んでまいります。
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▲

▲門松は新北上大橋の下流約200m
に設置されています。

石巻市北上町の北上川左岸、新北上大橋の下流す
ぐのところに「ジャンボ門松」が戻ってきました。
震災以降は場所を変えて設置されていましたが、堤

防復旧工事が終わったこともあり震災前と同じ場所に
設置されました。
門松は１月８日まで設置される予定で、帰省客や観

光客を迎えます。夜間はライトアップされます。

北上川下流月浜・十三浜地区築堤工事は、月浜第一
水門から月浜第二水門の間の延長約1,200m区間で、
９月上旬まで通行していた一般国道３９８号迂回路を撤
去し、北上川左岸の護岸を造成する工事です。
施工は（株）丸本組で実施しており、現在、迂回路の

撤去をほぼ完了し、平成３０年３月末の完成に向け護
岸の施工中です。付近を通行される皆様には交通規制
等でご不便をお掛けすることもあるかと思いますが、引
き続きご協力頂きますようお願い致します。



★川や堤防の異常・変状などを発見されましたら、

お手数ですがご連絡ください。

《お問い合わせ》
国土交通省 北上川下流河川事務所

飯野川出張所
〒986－0102 石巻市成田字根岸山畑5－7

TEL0225(62)3102 FAX 0225(62)3183

http://http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/

北上川河口部域のこの季節の風物詩となっているヨシ

の刈り取り。 12月中ごろ、一部の箇所で本年度の刈り

取りが始まりました。石巻市中野地内で作業に従事する

佐藤さんは慣れた手つきで作業を行っていました。

東日本大震災で中断していた「太平洋写真学校」が
石巻市・にっこり写真セミナー実行委員会の主催で行
われ、１２月３日には北上川ヨシ原の風景を参加者達
がカメラに収めました。
東日本大震災の津波等の影響で減少していたヨシ

原が少しずつ回復する中、７年ぶりの開催となりました。
再開を心待ちにしていた参加者の皆さんは講師の撮
影指導を受けながら、思い思いにその絶景を撮影しま
した。

▲合同点検終了後、確認された課
題・今後の対応方針を参加者全員で
確認している様子。

刈り取りを控えたヨシ原の風景を写真に収める参加者の皆さん。当
日は好天に恵まれました▼

▲合同点検では日頃の点検体
制や点検結果、有事の連絡体制、
施設の異状有無などを確認し、
またお互いの情報共有を図りま
す。

河川堤防には右の写
真のような「樋門」という
施設がありますが、河
川管理者以外の者が
許可を受けて設置して
いる施設もあり、そのよ
うな施設を許可工作物
と称しています。

★北上川下流河川事務所の公式SNSも是非ご覧下さい！↑

北上川と山あいの畑

の間に位置する飯野川

出張所。たまに野生の

シカやカモシカ、リスに

遭遇することも！ヘビも

出てきますのでお越し

の際はお気を付けくださ

い。

飯野川出張所はこんなところです！

刈り取ったヨシは県

外の神社・仏閣など

に使用されるそうです。

なお河川区域内で

のヨシ等の採取には

河川法の許可が必要

であり、無断で採取す

ることは出来ません

のでご注意下さい。

北上川下流河川事務所では管理する河川堤防
の異状の有無について詳細に点検すべく、徒歩に
よる堤防の点検を行いました。
飯野川出張所で管理する堤防全区間においても

１０月から１１月にかけて、区間毎に班分けし複数
人体制で点検を実施しました。

点検の結果、堤

防の機能に影響を

及ぼすような変状

は確認されません

でした。今後も定期

的にこのような点

検を行ってまいりま

す。

▲堤防の前後くまなく点検できるよう複数人で行います。▲

その許可工作物の管理
者と河川管理者合同での
施設点検を実施しました。
ゲート開閉など動作が正

常に行えるか、また定期的
な点検実施など適切な施
設管理が行われているか
入念に点検を実施しました。


